
〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

思

恩

田

州

―
―
明
代

は
じ
め
に

一　

思
恩

・
田
州
二
府
の
沿
革

ω
　
地
理
沿
革

０
　
土
官
沿
革

一
一　
思
恩

，
田
州
二
府
の
振
乱

ω
　
峯
溶
の
乱

０
　
史
”猛
の
乱

０
　
屋
蘇

・
王
受
の
乱

お
わ
り
に

思
思
田
州
坂
乱
始
末
記

（谷
日
）

書晶響
・広 乱

昔薯始
末

記

江
流
域
に
お
け
る

の
坂
乱
と
改
土
為
流
―
―

は

じ

め

に

中
国
に
お
け
る
歴
代
王
朝
は
、

辺
彊
の
非
漢
民
族
地
域
に
対
し
て
、

い
わ
ゆ
る

「
夷
を
以
て
夷
を
制
す
」
と
い
つ
た
統
治
方
法
を
採
用
し

た
。

と
く
に
西
南
中
国
の
非
漢
民
族
地
域
に
対
し
て
実
施
し
た
方
法

は
、

唐

・
宋
代
に
お
け
る
需
欧
州
の
設
置

（需
療
政
策
）
で
あ
り
、

元

・
明

・
清
代
に
お
け
る
土
司
制
度
で
あ

つ
た
。

明
初
、

広
西
西
部
右
江
流
域
の
非
漢
民
族
集
居
地
域
で
は
、

前
代

に
引
継
い
で
土
官
琴
氏

一
族
に
よ
る
統
治
が
行
わ
れ
て
い
た
。

と
こ

谷
　
日
　
一房
　
男
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ろ
が
、

明
代
中
期
に
至

っ
て
こ
の
地
域
の
思
思

・
田
州
二
府
に
お
い

て
、

わ
ず
か
半
世
紀
の
間
に
土
官

・
土
目
に
よ
る
と
こ
ろ
の
三
つ
の

頒
乱
が
相
継
い
で
起
き
て
お
り
、

明
朝
は
そ
れ

へ
の
対
応
を
通
し
て

こ
の
地
域
の
上
官
統
治
に
対
し
て
改
土
為
流
を
実
施
し
、

徐

々
に
支

配
を
強
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
思
恩

・
田
州
二
府
に

お
け
る
土
官

・
土
目
の
叛
乱
と
明

朝
の
対
応
に
つ
い
て
少
し
く
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

そ
こ

で
ま
ず
右
江
流
域
に
位
置
し
た
思
恩

・
田
州
二
府
の
地
理
と
土
官
の

沿
革
を
み
て
い
き
、

つ
い
で
■
官

・
土
目
の
坂
乱
と
明
朝
の
対
応
に

つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

か
か
る
検
討
を
通
し
て
、

明
代
広

西
西
部
右
江
流
域
に
お
け
る
ゴｉ
司
制
度
、
と
り
わ
け
改
土
為
流
の
実

態
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

ま
た
土
司
制
度
の
実
施
と
地
域
的

特
殊
性
と
の
係
り
を
み
て
い
く

一
助
と
し
た
い
。

こ
こ
で
取
上
げ
る
土
官

・
■
目
の
坂
乱
と
は
、

明
代
中
期
の
弘
治

半
ば
か
ら
嘉
靖
初
年
ま
で
の
約
半
世
紀
間
に
思
恩

・
田
州
二
府
を
舞

台
と
し
て
起
き
た
、

０
　
思
思
軍
民
府
土
官
琴
溶
の
乱
、

０
　
田
州

府
土
官
苓
猛
の
乱
、

０
　
思
恩

・
田
州
二
府
の
土
目
虚
蘇

・
王
受
の

乱
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

明
代
広
西
に
お
け
る
非
漢

（少
数
）
民
族
の
坂
乱
と

し
て
は
、

大
藤
峡
の
農
民
頒
乱
が
最
も
著
名
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の

叛
乱
に
つ
い

Ｘ
一

、
已
に
中
国
人
研
究
者
に
よ
っ
て
多
く
の
研
究
が

行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

本
稿
で
取
扱
う
思
恩

・
田
州
の
坂
乱
に

つ
い
て
は
、

従
来
殆
ん
ど
取
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
百
ギ

ま
た

非
漢
民
族
の
坂
乱
と
土
司
制
度
あ
る
い
は

「
改
土
帰
流
」
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
、

殆
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
。

な
お
本
稿
に
お
い
て
非
漢
民
族
の

一
つ
の
行
動
を

「
叛
乱
」
あ
る

い
は

「
坂
」
。
「
乱
」
と
表
現
す
る
の
は
、

当
時
の
文
献
史
料
に

「
作

乱
」
。
「
為
叛
」
。
「
叛
寇
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。

そ
の
実
態
は
時
に
漢
民
族

（支
配
者
）
の
非
漢
民
族

へ
の

圧
迫

・
抑
圧
に
対
す
る
、

非
漢
民
族
の
漢
民
族

へ
の
反
抗

，
抵
抗
で

あ
る
こ
と
が
多
い
。

ま
た
乱
頒
の

「
討
伐
」
・
「
征
討
」
と
は
、

非
漢

民
族
の
反
抗

・
抵
抗
に
対
す
る
漢
民
族

（支
配
者
）
に
よ
る
彼
ら

へ

の
弾
圧

・
鎮
圧
と
称
す
べ
き
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
。　

一
方
、

本
稿

で
取
扱
う
よ
う
な
土
官

・
土
目
の
内
証
や
対
立

・
抗
争
に
つ
い
て
も

当
時
の
史
乗
に
は
叛
乱
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

明
代
広
西
に
お
け
る
非
漢
民
族
の

「
叛
乱
」
を
み
て
い
く
場
合
に

は
、

い
わ
ゆ
る
土
官
統
治
地
域
に
お
け
る
そ
れ
と
、

流
官
統
治
地
域

に
お
け
る
そ
れ
と
を
区
別
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た

「
頒
乱
」

の
担
い
手
で
あ
る
反
抗
主
体
が
、

い
か
な
る
層
の
人
々
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

例
え
ば
、

大
藤
峡

・
八
薬
の
乱
は
、

流
官
統
治
地
域
に
お
け
る

非
漢
民
族

（主
と
し
て
軽
族
と
壮
族
…
…
な
お
本
稿
で
は
、

当
時
の

史
料
に
み
え
る

鋳
歌

・
獲
族
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
）
農

民
が
主
体
で
あ
る
。

本
稿
で
取
扱
う
思
恩

・
田
州
二
府
の
頒
乱
は
、
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土
官
統
治
地
域
に
お
け
る
土
着
人
上
層
部
の
上
官

・
土
目
を
中
心
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
両
者
は
性
格
を
果

に
す

る
も

の
で
あ

り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
明
確
に
し
て
い
く
た
め
に
、

土
官

・

土
目
の
叛
乱
を
以
下
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一
、

思
思

・
田
州
二
府

の
沿
革

明
代
に
お
け
る
広
西
西
部
？
石
江
流
域
に
位
置
し
た
思
恩

・
田
州

二
府
の
地
理
と
土
官
の
沿
革
に
つ
い
て
、

そ
の
大
略
を
概
観
し
て
お

き
た
い
。

●
　
地
理
沿
車

思
恩
府
の
地
理
的
沿
革
に
つ
い
て
は
、

『
明
史
』
巻
三

一
八

・
広

西
土
司
伝

・
思
恩
の
条
に
、

漢
属
交
吐
。

唐
為
思
恩
州
。

属
畠
。

乃
澄
州
止
支
県
地
。

宋
開

宝
間
。

廃
澄
州
。

以
止
文

・
賀
水

・
無
虞
三
県
省
入
上
林
。

治

平
問
。

以
上
林
之
止
丈
入
武
縁
。

隷
畠
。

元
属
田
州
路
。

歴
代

需
藍
而
己
。

と
あ
り
、

元
代
ま
で
の
思
恩
州
に

つ
い
て
の
沿
革
が
記
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
同
書
巻
四
五

・
地
理
志

・
広
西
の
条
に
、

思
恩
軍
民
府
。

廟
酢
憾
観
馴
。

洪
武
二
年
。

属
回
州
府
。

後
属
雲
南

広
西
府
。

永
楽
二
年
八
月
。

直
隷
広
西
布
政
司
。

正
統
四
年
十

思
恩
田
州
叛
乱
始
末
記

（谷
日
）

月
。

升
為
府
。

六
年
十

一
月
．

升
軍
民
府
。

（略
）
領
州
二

（奉

議
州

・
上
映
州
）
。

県
二

（上
林
県

・
武
縁
県
）
。

と
あ
り
、

明
代
に
お
け
る
沿
革
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

霧
盟
州
と
し
て
の
思
恩
州
は
唐
代
に
初
め
て
設
置
さ
れ
、

宋
代
に

は
そ
れ
を
受
継
い
で
畠
州
に
隷
属
し
て
い
た
が
、

元
代
に
は
田
州
路

に
属
し
た
。

明
の
正
統
四

（
一
四
三
九
）
年
十
腔
に
思
恩
府
に
改
め

ら
れ
、

同
六
年
十

一
定
に
思
思
軍
民
府
に
昇
格
さ
れ
て
」
震
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

明
代
に
な

っ
て
行
政
区
画
の
昇
格

（州
↓
府
↓
軍
民
府
）
の
み
な
ら
ず
思
恩
州
の
統
属
関
係

（田
州
府

↓
雲
南
広
西
府
↓
広
西
布
政
司
↓
自
立
）
が
幾
度
と
な
く
変
更
さ
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
変
更
は
、

思
恩
州

（↓
府
↓
軍
民

府
）
に
お
け
る
土
着
人
上
属
部

（土
官

・
土
目
）
の
動
向
と
明
朝
の

対
応
と
密
接
に
係
る
も
の
で
あ
り
、

次
節
に
お
い
て
み
て
い
く
こ
と

と
す
る
。

田
州
府
の
地
理
的
沿
革
に
つ
い
て
は
、

『明
史
』
巻
三

一
八

・
広

西
土
司
伝

・
田
州
の
条
に
、

古
百
単
地
。

漢
属
交
趾
郡
。

唐
隷
菖
州
都
督
府
。

宋
始
置
田
州
。

属
菖
州
横
山
案
。

元
改
置
田
州
路
軍
民
総
管
府
。

明
興
。

改
田

州
府
。

省
来
安
府
入
焉
。

後
改
田
州
。

領
県

一
。

日
上
林
。

と
ぁ
り
、
ま
た
同
書
巻
四
五

・
地
理
志

・
広
西
の
条
に
、

田
州
。

幅
降
如
洪
武
二
年
七
月
。

為
府
。

嘉
靖
七
年
六
月
。

降
為

州
。

徒
治
八
甲
。

而
置
田
寧
府
於
府
城
。

八
年
十
月
。

府
廃
。
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州
復
還
故
治
。

直
隷
布
政
司
。

と
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

需
産
州
と
し
て
の
田
州
は
宋
代
に
初
め
て
設

置
さ
れ
、

菖
州
横
山
薬
に
隷
属
し
、

元
代
に
は
田
州
路
軍
民
総
管
府

に
改
め
ら
れ
、

明
代
に
入

っ
て
一洪

武
二

（
一
三
六
九
）
年
七
月
に
田

州
府
に
改
め
ら
れ
、

嘉
靖
七

（
十
五
二
八
）
年
六
月
に
そ
の

一
部
を

割
き
て
田
州
に
降
格
さ
れ
、

の
ち
府
の
廃
止
に
伴

っ
て
広
西
布
政
司

に
直
表
し
、　

一
部
は
田
寧
府
に
改
め
ら
れ
た
が
、

翌
八
年
十
月
に
廃

止
さ
れ
た
。

な
お
明
初
、

田
州
府
に
は
四
つ
の
統
属
州
が
あ

っ
た
。

そ
の
う
ち
の
上
隆
州

（成
化
三
年
廃
止
）

・
恩
城
州

（弘
治
末
年
廃

止
）
は
布
政
司

へ
、

帰
徳
州

・
果
化
州
は
弘
治
十
八

（
一
五
〇
五
）

年
に
南
寧
府
に
改
属
さ
れ
た
。

ま
た
統
属
県
の
上
林
県
は
思
思
府

ヘ

改
属
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
田
州
府
か
ら

一
部
が
田
寧
府

へ
の
改
名

そ
し
て
廃
止
、　

一
部
が
田
州

へ
の
降
格
、
ま
た
統
属
州
県
の
す
べ
て

が
他

へ
改
隷
さ
れ
る
と

い
つ
た
田
州
府

の
統
轄
力

の
削
減

・
縮
少

は
、

い
ず
れ
も
本
府
に
お
け
る
土
着
人
上
層
部

（土
官

・
土
目
）
の

動
向
と
明
朝
の
対
応
と
に
密
接
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
り
、

思
恩

府
の
動
向
と
と
も
に
次
節
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、

明
代
中
期
に
お
け
る
思
恩

・
田
州
二
府
の
戸
口
・
領

域
の
規
模
お
よ
び
民
族
構
成
に
つ
い
て
み
る
に
、

嘉
靖
版

『
広
西
通

志
』
巻
五
六

・
外
志

・
夷
情

・
弘
治
十
八
年
の
条
の
注
に
、

布
政
使
魔
粋
激
繭
溶
受
朝
廷
之
恩
。

襲
蔭
土
官
之
職
。

洪
武
初

年
。

即
令
繭
先
世
写
永
昌
為
知
州
。

居
民
僅
八
百
戸
。

洪
熙
元

年
。

乃
増
獲
民
七
百
戸
与
之
。

宣
徳
三
年
。

又
以
上
林

・
武
縁

鮎
洞
獲
民

一
百
八
十
戸
益
之
。

正
統
五
年
。

陸
為
府
。

十
年
。

又
増
以
八
仙
洞
猛

・
獲
六
百
六
十
戸
。

十
二
年
。

改
為
思
恩
軍

民
府
。

実
行
門
。
自
州
而
陸
為
府
。

其
土
地
。
自
八
百
戸
増
至

二
千
三
百
四
十
戸
）

其
官
職
。

自
五
品
而
進
四
品
。

其
世
受
朝

廷
之
恩
可
謂
深
臭
。

皆
由
爾
瑛
敬
順
天
道
勤
労
王
事
。

繭
父
遂

悟
守
販
職
不
敢
為
非
。

故
能
安
富
貴
保
障
地
方
。

至
今
為
土
官

之
首
称
也
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
後
述
す
る
如
く
、

弘
治
十
八

（
一
五
〇
五
）
年
に

思
恩
軍
民
府
土
官
知
府
峯
溶
の
叛
乱
を
総
督
都
御
史
港
蕃
が
討
伐
し

た
時
の
広
西
布
政
司
鹿
洋
の
激
文
の

一
部
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
思
恩

軍
民
府
の
戸
数
が
示
さ
れ
て
お
り
、

明
初
に
僅
か
八
百
戸
で
あ

っ
た

も
の
が
、

幾
度
か
周
辺
の
格

・
獲

（非
漢
民
族
）
を
編
入
し
て
、

弘

治
年
間
に
は
二
千
三
百
四
十
戸
に
至
っ
た
と
し
て
い
犯
。

日
州
府
の

守
巾
誰
書 っ
ぃ
無
耶
ギ
彼
珊

ょ
り
明
確
に
し
得
な
い
が
、

日
州
に
つ
い

思
恩

・
田
州
二
府
の
領
域
と
そ
の
規
模
を
知
る
手
懸
り
と
な
る
も

の
と
し
て
、

思
恩
府
の
場
合
に
は
城
頭
が
あ
り
、

田
州
の
場
合
に
は

甲
が
あ
る
。

後
述
す
る
如
く
、

嘉
靖
七
（
一
五
二
八
）年
に
王
守
仁
が

↑
申
〕
中
的
枠
『
車
た

昨
時
］
中
中

・咋
”
中
砕

時
中
帥
甲 検 へ
中
中
弗
，

一- 68 -一
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岬
晩

二と も
ゅ
熊
珈
岬
境
嚇
印
典
い
］
約
や
抑
中
榔
晩
却
弾
瑚
投
舶
車

・ 十

甲
が
ど
の
よ
う
な
区
画
単
位
で
あ
る
か
を
具
体
的

に
示
し
得
な
い

が
、

『
殿
与
要
纂
』

に
示
さ
れ
た
図
か
ら
推
し
輛
十

非
漢
民
族
の
集

落
を
示
す
単
位
と
も
想
像
さ
れ
る
。

と
も
あ
れ
、

城
頭

・
甲
や
二
府
の
上
巡
検
司
の
名
称
が
明
示
さ
れ

て
お
り
、

そ
の
多
く
は

『
殿
与
要
纂
』
や

金
弟
靖

・
万
暦
三
版
）
『
広

西
通
志
』
に
図
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
位
置
を
そ
れ
ぞ
れ
現
在
地
に

比
定
す
れ
ば
、

二
府
の
領
域
と
規
模
は
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
現
段
階
で
は
、
と
り
わ
け
城
頭

・
甲
に
つ
い
て
個

々
の
比
定

を
行
う
に
至

っ
て
い
な
い
。
と
は
い
え
、

明
代
に
お
け
る
思
恩
府
は
、

ほ
ぼ
今
日
の
広
西
チ
ワ
ン

（壮
）
族
自
治
区
西
部
に
あ
る
右
江
の
支

流
た
る
武
鳴
河
流
域
の
武
鳴
県
を
中
心
と
し
て
、

そ
の
上
流

一
帯
の

鞠
】

晦
勲
十
帥
脚
鞠
舶
諏
蜘
醜
雌
印
朔
姫
輸
的
ル
第
施
晩

中
心
と
し

さ
て
、

明
代
に
お
け
る
土
官
統
治
地
域
で
の
非
漢
民
族
把
握
の
仕

方
に
つ
い
て
は
、

そ
の
具
体
的
方
法
を
明
確
に
し
得
な
い
。
し
か
し

当
地
に
お
い
て
も
い
わ
ゆ
る

「
里
甲
制
」
が
実
施
さ
れ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
を
窺
わ
せ
る
記
事
が
極
め
て
僅
少
で
は
あ
る
が
み
ら
れ
る
。

例

え
ば

『
明
武
宗
実
録
』
巻
七
七

・
正
徳
六
年
七
月
楽
酉
の
条
に
、

広
西
思
恩
府
以
琴
溶
之
乱
。

既
更
設
流
官
。

守
臣
議
。

詩
知
府

而
下
設
同
知

一
人
。

清
軍
兼
督
糧
。

通
判

一
人
。

結
盗
附
郭
。

思
恩
田
州
頒
乱
始
末
記

（谷
口
）

報
堺
名
鳳
化
。

知
県

・
典
史
各

一
人
。

白
山
等
十
四
堡
。

幹
締

里
甲
。

革
府
知
事
。

改
設
照
磨

一
人
。

司
獄

一
人
。

府
学
増
訓

導

一
人
。

及
設
陰
陽

・
医
学
。

と
あ
り
、

弘
治
十
八
年
に
土
官
知
府
琴
溶
の
乱
を
平
定
し
た
後
に
改

土
為
流
を
行
い
、

体
制
を
整
え
る

一
環
と
し
て
里
甲
の
改
編
が
実
施

さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

な
お
思
恩
府

の
里
数

に

つ
い
て
、

嘉
靖
版

｛
斬
坤
駒
恭
什
雅

期
的
↑
期
輸
族 ．
軸
鞭
暉
媛
嘲
ゆ
喉
雑
軸
甲 「
輸
炉
鷹

行
方
法
と
同
様
で
あ

っ
た
か
否
か
、

そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
得
な

い
。

先
述
の
思
思
軍
民
府
の
戸
数
の
中
に
、

獲
民
七
百
戸
あ
る
い
は

格

・
佐
六
百
六
十
戸
な
ど
と
あ
る
如
く
、

思
恩
府
に
お
け
る
民
族
構

成
の

一
端
を
知
る
手
懸
り
と
な
り
得
る
が
、
よ
り
具
体
的
な
状
況
に

っ
い
て
は
明
ら
か
に
し
得
な

い
。

た
だ
思
恩
府

に
お
け
る
戸

口
数

が
、

先
に
示
し
た
数
字
を
越
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
充
分
に
推

測
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、

当
時
に
お
い
て
非
漢
民
族

（猪

・
獲
）
の
戸
口
を
把
握
す
る
場
合
に
は
、

い
わ
ゆ
る
熟
猛

・
獲

と
生
格

・
旋
と
に
区
別
さ
れ
、　

一
般
的
に
は
熟
格

・
獲
が
編
籍
さ
れ

て
、

生
祷

・
旋
は
編
籍
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

か
か
る
状
況

に
つ
い
て
、
明

・
章
演
撰

『
図
苦
編
』
巻
四
九

・
格
獲
猿
蛮
諸
夷
種

類
考
に
、

真
在
広
西
。

則
有
格
・
旋
・
猿

・
蛮
之
号
。
日
猪
者
。

（略
）
日

旋
者
。

慶
遠

・
南
丹
賂
蝸
之
人
。

呼
為
旋
。

初
未
嘗
至
省
地
。
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元
至
元
問
。

莫
国
麒
献
図
納
土
。

命
為
慶
遠
等
処
軍
民
安
撫
使
。

自
是
撞
人
方
入
省
地
。

今
貴
之
務
浦

・
修
仁

・
永
福
最
多
。

在

宜
山
辺
境
及
思
恩
者
。

近
日
編
入
版
籍
。

講
之
熟
撞
。

性
略
馴

遠
者
。

謂
之
生
獲
。

梗
化
不
可
制
服
。

在
析
城

・
務
浦
及
天
河

南
北

・
西
郷

・
永
順

・
永
定
二
長
官
司
者
。

尤
為
兇
狼
。

と
あ
り
、
ま
た
明

・
唐
順
之
撰

『
広
右
戦
功
録
』
に
、

熟
格
者
。

界
漢
人

・
生
格
撞
間
。

陽
附
官
軍
。

而
陰
附
賊
。

或

官
軍
勢
盛
附
官
軍
。

賊
勢
盛
附
賊
。

以
為
常
。

と
あ
り
、
さ
ら
に
明

・
諸
匡
鼎
撰

『
格
獲
伝
』
に
、

格
有
数
種
。

有
生
絡
。

有
熟
格

・
白
格

・
黒
格
。

生
絡
在
窮
谷

中
。

不
与
漢
通
じ

熟
格
与
漢
民
錯
処
。

或
通
婚
姻
。
白
格
大
類

熟
格
。

黒
絡
大
類
生
格
。

と
あ
る
。

当
該
地
域
に
お
け
る
非
漢
民
族
の
省
地

（漢
地

・
漢
土
）

で
漢
民
族
と
雑
居
し
て
通
婚
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
隣
接
し
て
居
住

す
る
者
が
熟
格

・
獲
で
あ
り
、

大
山
窮
谷
に
居
住
す
る
者
を
生
猪

・

壷
と
し
て
区
別
し
て
い
る
。

な
お
嘉
靖
版

『
広
西
通
志
』
序
文
に
、

広
右
遜
在
西
睡
。

民
夷
雑
処
。

為
民
者
四
。

士
事
諸
書
。

農
業

耕
稼
。

工
作
器
用
。

商
通
貨
財
。

（略
）
為
夷
者
亦
四
。

猛

・

猿

・
狩

・
撞
。

熟
者
供
賦
役
。

生
者
習
漂
掠
。

古
謂
離
題
者
。

此
皆
其
種
。

与
郡
邑
民
夷
相
半
者
。

流
官
治
之
。

概
為
夷
者
。

土
官
治
之
。

と
あ
る
如
く
、

熟
格

・
撞
は
編
籍
さ
れ
て
賦
役
を
負
担
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
非
漢
民
族
の
居
住
地
域
に
土
司
制
度
が
実
施

さ
れ
、

や
が
て
漢
夷
雑
居
地
域
の
拡
大
に
伴

っ
て
改
土
為
流
が
行
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

の
　
上
官
沿
革

思
恩

・
田
州
二
府
は
と
も
に
明
代
中
期
ま
で
土
官
知
府
に
よ

っ
て

統
治
、

い
わ
ゆ
る
土
司
制
度
の
実
施
さ
れ
て
い
た
地
域
で
あ
る
。

ま

ず
明
代
に
お
け
る
田
州
府
の
上
官
知
府
初
任
状
況
に

つ
い
て
、

『
明

太
祖
実
録
』
巻
三
二

・
洪
武
元
年
秋
七
月
己
巳
の
条
に
、

広
西
左
江
太
平
府
土
官
黄
英
行

・
右
江
田
州
府
土
官
写
伯
顔
等

遣
使
面
印
章
。

詣
平
章
楊
環
降
。

と
あ
る
。

朱
元
時
の
派
遣
し
た
征
南
将
軍
疹
永
忠
や
湖
広
行
省
平
章

楊
環
ら
に
よ

っ
て
広
西
が
明
朝
の
版
図
と
し
て
完
全
に
繰
込
ま
れ
る

の
は
、
こ
の
洪
武
元
年
七
月
で
あ
煽
ギ

そ
の

一
環
と
し
て
左
右
両
江

の
上
官
た
ち
が
明
朝

へ
帰
順
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
琴
伯
顔
を

御
訓
府
土
官
と
す
る
は
、

元
の
日
州
路
安
撫
総
管
と
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。

と
い
う
の
は
、

同
書
巻
四
三

・
洪
武
二
年
七
月
丁
末
の
条
に
、

広
西
右
江
田
州
府
土
官
琴
伯
顔

・
来
安
府
琴
漢
忠

・
向
武
州
黄

世
鉄
。

左
江
太
平
府
黄
英
行

・
思
明
府
黄
忽
都

・
竜
州
趙
帖

堅
。

各
遣
使
奉
貢
馬
及
方
物
。

詔
以
伯
顔
為
田
州
府
知
府
。

漢

忠
為
来
安
府
知
府
。

世
鉄
為
向
武
州
知
州
。

英
行
為
太
平
府
知

府
。

忽
都
為
思
明
府
知
府
。

帖
堅
為
竜
州
知
州
兼
万
戸
。

皆
以
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世
襲
。

と
あ
る
如
く
、

洪
武
二
年
七
月
に
田
州
府
に
改
め
ら
れ
、

そ
の
土
官

知
府
に
琴
伯
顔
が
な
り
、

そ
の
後
世
襲
を
許
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
方
、

思
恩
州

（↓
府
↓
軍
民
府
）
の
土
官
知
州
の
初
任
者
は
、

『
土
官
底
簿
』
巻
下

・
広
西

・
思
恩
軍
民
府
の
条
に
、

知
府
苓
永
昌
。

原
係
思
恩
州
在
城
籍
。

係
本
府
土
官
知
府
写
堅

第
三
男
。

前
元
有
兄
苓
永
泰
。

随
父
琴
堅
同
諸
軍
前
納
欺
。

洪

武
二
年
。

領
降
思
恩
州
印
信
。

与
兄
琴
永
泰
任
知
州
。

故
無
児

男
。

写
永
昌
係
弟
告
襲
。

除
故
兄
知
州
職
事
。

と
あ
り
、
ま
た
万
暦
版

『
広
西
通
志
』
巻
三

・
思
恩
府
彊
域

の
条

に
、

本
朝
洪
武
初
。

土
官
写
永
昌
帰
附
。

授
思
恩
知
州
。

物
属
田
州
。

と
あ
り
、

日
州
府
知
府
琴
堅

の
子

・
琴
永
泰
を
初
任
と
す
る
も

の

と
、

そ
の
弟

・
琴
永
昌
と
す
る
も
の
と
が
あ
る
が
、

『
土
官
底
簿
』

以
外
は
琴
永
昌
と
し
て
い
物
一

そ
の
後
、

今
永
昌
の
子
孫
が
世
襲
し
、

弘
治
十
八
年
の
琴
溶
の
乱
平
定
ま
で
続
い
た
。

田
州
知
府
琴
伯
顔
の
一
族
は
、

思
恩
府
を
は
じ
め
と
し
て
上
隆
州

・
恩
城
州

・
武
靖
州
の
土
官
知
州
と
な
っ
て
お
り
、
明
代
中
期
ま
で

右
江
流
域
を
中
心
と
し
た
広
西
西
部
に
お
け
る

一
大
勢
力
を
形
成
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

い
ま

『
土
官
底
簿
』
を
初
め
と
し
て
、
『
明
実

録
』
・
『
明
史
』
広
西
土
司
伝

・
（嘉
靖
版

・
万
暦
版
）
『
広
西
通
志
』

な
ど
に
よ
っ
て
、

写
氏

一
族
の
世
系
を
ま
と
め
た
も
の
が
左
記
の
表

で
あ
る
。

（な
お
女
性
は
本
表
か
ら
省
略
さ
れ
て
い
る
）

以
上
に
み
て
き
た
如
く
、

思
恩

・
田
州
二
府
は
、

広
西
西
部
の
右

江
流
域
に
位
置
し
、

左
江
流
域
の
太
平

・
思
明
二
府
を
は
じ
め
と
し

た
と
州
県
と
同
様
に
非
漢
民
族
の
集
居
地
域
で
あ
り
、

唐

・
宋
代
に

は
霜
嫁
政
策
が
行
わ
れ
、

元

・
明

・
清
代
に
は
土
司
制
度
が
実
施
さ

れ
た
、
い
わ
ゆ
る

「
漢
化
」
の
比
較
的
お
く
れ
た
地
域
で
あ

っ
た
。

（○
回
州
土
官
、

※
思
恩
土
官
、
×
上
隆
州
土
官
↓
武
靖
州
土
官
、

△
恩
城
州
土
官
）

思
恩
園
州
頒
乱
始
末
記

（谷
口
》
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す
な
わ
ち
、

こ
の
地
域
は
、

広
西
東
部
の
如
く
王
朝
支
配
体
制
が
直

接
的
に
及
ん
だ

（流
官
統
治
）
地
域
に
対
し
て
、

間
接
的
な
形
で
徐

徐
に
浸
透
し
た

（土
官
統
治
）
地
域
で
あ

っ
た
。

か
か
る
広
西
西
部

の
右
江
流
域
に
位
置
し
た
思
恩

，
田
州
二
府
は
、

明
代
中
期
の
弘
治

半
ば
か
ら
嘉
靖
初
年
の
約
半
世
紀
間
に
、

土
官

・
土
目
の
内
証

・
対

立
と
い
っ
た
頒
乱
と
明
朝
の
対
応
と
に
よ
っ
て
、

改
土
為
流
や
土
巡

検
司
の
設
置
な
ど
が
繰
返
さ
れ
大
き
く
変
質
し
て
い
っ
た
。

以
下
に

そ
の
状
況
を
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二
、

思
思

・
回
州
二
府

の
坂
乱

明
代
中
期
の
弘
治
半
ば
か
ら
嘉
靖
初
年
ま
で
の
約
半
世
紀
の
間
に
、

思
恩

・
田
州
二
府
で
起

っ
た
三
つ
の
頒
乱
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と

と
す
る
。

●
　
琴
溶
の
乱

思
恩

・
田
州
二
府
の
改
土
為
流
の
直
接
的
契
機
と
な

っ
た
思
恩
軍

民
府
土
官
知
府
琴
溶
の
乱
に
つ
い
て
、

そ
の
経
緯
と
明
朝
側
の
対
応

に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

明
初
に
お
け
る
右
江
流
域
で
最
大
の
土
官
勢
力
は
、

日
州
府
土
官

知
府
写
伯
顔
の
統
治
す
る
国
州
府
で
あ

っ
た
。

や
が
て
田
州
府
に
代

っ
て
右
江
流
域
に
お
け
る
最
も
強
大
な
勢
力
を
有
す
る
よ
う
に
な

っ

た
の
は
、

思
恩
府

（州
↓
府
↓
軍
民
府
）
で
あ
り
、

４
溶
の
祖
父
に

当
る
琴
英
の
時
か
ら
で
あ
る
。

『
土
官
底
簿
』
巻
下

・
広
西

・
思
恩
軍
民
府
の
条
に
、

（永
楽
）
十
八
年
。

弟
琴
英
襲
職
。

殺
賊
有
功
。

正
統
三
年
。

陛
田
州
知
府
。

初
掌
思
思
州
事
。

四
年
。

改
為
思
恩
府
。

琴
瑛

就
授
本
府
知
府
。

殺
賊
有
功
。

陛
亜
中
大
夫
。

十
二
年
。

復
改

為
思
恩
軍
民
府
。

琴
瑛
初
任
前
職
。

殺
賊
有
功
。

即
陛
正
議
大

夫
。

天
順
元
年
七
月
。

奉
聖
旨
。

琴
瑛
既
歴
練
老
成
。

累
有
軍

功
。

不
為
例
改
陛
都
指
揮
同
知
。

初
聴
総
兵
鎮
守
官
調
用
。

還

写
勅
与
他
知
道
欽
此
。

故
琴
錬
襲
職
。

と
あ
り
、
ま
た
嘉
靖
版

『
広
西
通
志
』
巻
五
〇

・
外
志

・
土
官
改
流

沿
革

・
思
恩
軍
民
府
の
条
に
、

及
都
御
史
韓
た
。

委
瑛
領
兵
専
守
柳
慶
。

大
揚
威
武
。

賊
遂
溶

述
。

八
年
。

析
城
県
洞
賊
幸
公
絡
。

出
冠
賓
州
。

た
調
英
。

画

策
進
動
。

描
斬
賊
級
四
百
五
十
余
名
顆
。

奪
回
男
婦
四
百
八
十

余
人
。

十
二
年
。

請
以
甲
軍
工
千
報
数
。

改
府
為
軍
民
府
。

瑛

累
立
戦
功
。

櫂
広
西
右
参
政
。

後
改
武
階
。

擢
都
指
揮
同
知
。

進
都
指
揮
使
。

卒
追
進
標
騎
将
軍
。

在
任
築
城
池
。

創
解
宇
。

立
学
校
。

建
両
廟
。

政
績
大
著
。

伝
子
魅
。

と
あ
り
、
さ
ら
に

『
明
史
』
巻
三

十
八

・
広
西
土
司
伝
、

思
恩
の
条

″に
、

（成
化
）
十
四
年
。

英
卒
。

弾
一自
襲
父
職
。

頻
年
領
兵
於
外
。
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多
所
斬
獲
。

歴
陸
知
府

・
参
政

・
都
指
揮
使
。

年
且
八
十
。

尚

在
軍
中
。

既
卒
。

鑓
以
詰
請
。

帝
念
其
労
。

特
賜
之
。

と
あ
る
。

思
恩
州
の
初
任
土
官
知
州
で
あ
る
父
苓
永
昌
を
永
楽
十
八

（
一
四
二
〇
）
年
に
嗣
い
だ
今
英
は
、

「
殺
賊
有
功
」
と
か

「
頻
年

領
兵
於
外
」
と
あ
る
如
く
、

軍
功
を
重
ね
て
官
職
を
昇
進
さ
れ
た
。

そ
の
間
、

正
統
三

（
一
四
三
八
）
年
に
彼
は
田
州
府
知
府
と
な
り
、

思
恩
州
事
を
兼
ね
、

同
四
年
十
月
に
は
思
恩
州
が
府
に
改
め
ら
れ
る

に
伴

っ
て
そ
の
知
府
と
な

っ
た
。

同
六
年
十

一
月
に
軍
民
府
に
改
め

ら
れ
る
と
知
府
と
な
り
、
さ
ら
に
十
二
年
に
は
儒
学
を
設
け
て
府
内

の
教
化
に
努
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う

に
彼
は
成
化
十
四

（
一
四
七

敵
庁
難
離
熱
知
蟻
棟
勅
傍
韓
療
つ
抑
六
十
年
間
の
在
任
中
に
、

思
恩

こ
う
し
た
峯
永
昌

・
琴
英
父
子
が
築
い
た
思
恩
軍
民
府
を
受
継
い

で
土
官
知
府
と
な

っ
た
琴
溶
は
、

そ
の
勢
力
を
背
景
と
し
て
周
辺
の

諸
勢
力
と
対
立

・
抗
争
を
繰
返
し
た
。

官
球

搾
伸
革 っ
、
離
帥
軒
轄
購
嚇
条

『朝
瑚

通
志
』
巻
五
〇

・
外
志

・
土

魅
死
子
溶
襲
。

溶
頗
渉
書
史
知
吟
味
ｏ

狡
揺
兇
狼
。

左
右
少
有

帥中鋤隷轍勤呼離切勅脚す鞠布堆卵雅紆頗靭顛勤轍鞠

流
官
。

と
あ
り
、

彼
の
人
柄
と
そ
の
野
望
の

一
端
を
窺
メ
こ
と
が
で
き
る
。

思
思
日
州
叛
乱
始
末
記

（谷
日
）

弘
治
十
八

（
一
五
〇
五
）
年
六
月
に
明
朝
側
の
大
規
模
な
討
伐
を

う
け
る
こ
と
と
な
る
券
溶
の
乱
と
は
、

以
下

に
み
る
如
く
周
辺
の

土
官
勢
力
に
対
す
る
干
渉
や
攻
撃
と
い
っ
た
土
官
知
府
今
溶
に
よ

っ

て
惹
起
さ
れ
た

一
連
の
事
件
で
あ
り
、

そ
れ
ら
を
明
朝
側
の
官
人
が

「
坂
乱
」
と
み
な
し
、

征
討
を
行

っ
た
も
の
で
あ
る
。

宏
科
溶
の
乱
の
中
核
を
な
す
も
の
は
、

弘
治
六

（
一
四
九
三
）
年
九

月
に
田
州
府
土
官
知
府
写
薄
が
そ
の
長
子

・
琴
枕
に
よ
っ
て
賠
殺
さ

れ
、

そ
の
後
嗣
を
め
ぐ

っ
て
兄
弟
対
立
に
上
目

（頭
目
）
を
も
拾
込

ん
だ
内
証
が
発
生
し
た
機
に
乗
じ
て
、

琴
溶
が
土
目

（黄
駿
ら
）
と

結
ん
で
干
渉

・
介
入
し
、

日
州
府
の
土
官
承
襲
に
か
ら
む
内
証
を

一

層
混
乱

・
拡
大
さ
せ
た
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、

後
に
田
州
府

土
官
知
府
に
就
任
し
た
琴
猛
と
の
対
立

・
抗
争
を
繰
返
す
端
緒
と
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。

両
者
の
対
立

・
抗
争
の
状
況
に
つ
い
て
は
、

明

・
田
汝
成
撰

『
炎
微
紀
聞
』
巻

一
・
琴
猛
の
条
に
、

弘
治
六
年
九
月
。

焼
以
失
愛
拭
薄
江
中
。

土
目
黄
壁

・
李
蛮
。

発
兵
詠
疲
。

既
而
駿

・
蛮
有
隙
。

駿
以
猛
奔
梧
州
。

督
府
奏
猛

襲
薄
官
。

納
之
田
州
。

兵
備
副
使
江
薄
。

慮
蛮
方
命
。

乃
散
思

思
知
府
号
溶
。

以
兵
衛
猛
。

溶
方
豪
挙
行
両
江
。

嬰
遂
賂
溶
。

脇
猛
分
地
昇
暖
。

始
共
往
。

猛
不
得
己
而
従
之
。

比
至
口
州
。

李
蛮
拒
不
納
。

醸
復
以
猛
奔
思
思
。

十

一
年
。

都
御
史
郭
延
墳

激
溶
帰
猛
。

溶
不
従
。

尋
遣
副
総
兵
欧
磐

・
布
政
使
程
廷
瑛
以

兵
徴
之
。

溶
始
釈
猛
。

督
府
納
之
田
州
。

与
溶
構
身
。

不
可
居



史
苑

（第
四
二
巻
第

一

是
年
七
月
。

溶
入
田
州
殺
李
蛮
。

十
五
年
十
月
。

溶
陥
田

猛
走
免
。

溶
偽
以
族
子
洪
守
田
州
。

と
あ
り
、

そ
の
大
略
を
伝
え
て
い
る
。

な
お

『
炎
徴
紀
聞
』
は
弘
治

十
五
年
十
月
に
写
溶
が
日
州
を
攻
撃
し
た
と
す
る
が
、

『
明
孝
宗
実

録
』
巻
二

一
〇

・
弘
治
十
七
年
四
月
辛
丑
の
条
に
、

広
西
思
恩
府
土
官
知
府
写
溶
与
田
州
府
土
官
知
府
苓
猛
。

積
不

相
能
累
津
攻
数
。

転
掠
上
林

・
武
縁
等
県
。

死
者
不
可
勝
計
。

至
是
溶
攻
破
田
州
府
。

猛
僅
以
身
免
。

其
家
属
百
五
十
人
。

皆

為
所
虜
。

両
広
総
鎮
等
官
以
聞
。

兵
部
請
調
三
広
兵
勤
之
。

上

従
。

と
あ
り
、
ま
た
嘉
靖
版

『広
西
通
志
』
巻
五
六

・
外
志

・
夷
情

・
弘

治
十
八
年
の
条
の
注
に
、

是

（弘
治
十
六
）
年
七
月
。

又
破
工
発
。

九
月
。

破
田
州
。

琴

猛
以
数
騎
奔
帰
順
州
。

溶
壇
廃
猛
官
署
。

以
上
族
琴
洪
為
知
府
。

得
猛
祖
母
望
妻
子
婦
女
凡
百
二
十
九
人
。

送
思
恩
府
。

幽
手
別

室
。

殺
象
府
境
兵
民
男
婦
無
算
。

と
あ
る
如
く
、

琴
溶
が
回
州
を
攻
略
し
た
大
事
件

の
年
月
に
つ
い

て
、

三
者
が
と
も
に
異

っ
て
お
り
確
定
し
難
い
。

と
も
あ
れ
、

写
溶
の
日
州
攻
略
を
は
じ
め
上
林

・
武
縁
等
の
諸
県

へ
の
攻
撃
は
、

弘
治
十
八
年
六
月
に
明
朝
の
大
規
模
な
苓
溶
討
伐
を

招
く
こ
と
と
な

っ
た
。

都
御
史
港
蕃
は
、

両
広
の
官
達
軍

・
左
右
両

江
の
土
官
土
兵

・
湖
広
の
官
軍
土
兵
合
わ
せ
て
十
万
八
千
人
を
率
い

ま
球
均

第
崩
軸
鞠
蝉
韓
帥
残
す
定 一
ウ
胡
現

巾
貯
一
球
囃
中
噂
韓
頗
調

伐
軍
十
万
八
千
人
と
い
っ
た
規
模
か
ら
推
し
て
、

琴
溶
の
勢
力
の
強

大
さ
を
知
る
の
で
あ
る
。

乱
平
定
後
に
お
け
る
思
恩

・
田
州
二
府
に
対
す
る
措
置
と
し
て
は
、

『
明
武
宗
実
録
』
巻
四

・
弘
治
十
八
年
八
月
己
末
の
条
に
、

兵
部
集
議
。

両
広
巡
撫
等
官
奏
。

思
恩
府
土
官
知
府
写
溶
以
坂

詠
。

不
宜
再
録
。

其
後
田
州
府
土
官
知
府
琴
猛
。

世
済
兇
悪
。

自
陥
府
治
。

亦
宜
降
徒
。

擬
隆
中猛
千
戸
。

徒
福
建
沿
海
衛
。

分

帯
俸
。

而
以
二
府
改
為
流
官
行
一門
。

逃
選
才
望
熟
知
夷
情
者
。

仮
以
方
面
職
衛
池
之
。

初
錫
之
勅
以
重
其
権
。

上
是
之
。

命
吏

兵
二
部
。

公
挙
堪
任
者
以
聞
。

於
是
以
雲
南
知
府
張
鳳

・
平
楽

知
府
謝
湖
。

倶
為
広
西
布
政
司
右
参
政
。

掌
二
府
事
。

鳳
思
恩
。

湖
田
州
。

各
賜
之
勅
。

と
あ
る
如
く
、

写
猛
は
福
建
沿
海
衛
千
戸
に
貶
さ
れ
、

二
府
は
流
官

に
改
め
ら
れ
、

思
恩
府
が
張
鳳
に
よ
り
、

田
州
府
が
謝
湖
に
よ
っ
て

統
べ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
明
朝
の
支
配
を
強
化
す
る
為

に
具
体
的
な
施
策
が
検
討
さ
れ
た
。

そ
の
現
れ
と
し
て
、

先
に
引
用

し
た
が

『
明
武
宗
実
録
』
巻
七
七

・
正
徳
六
年
七
月
葵
酉
の
条
に
、

広
西
思
恩
府
以
琴
溶
之
乱
。

既
更
設
流
官
。

守
臣
議
。

請
知
府

而
下
設
同
知

一
人
。

清
軍
兼
督
糧
。

通
判

一
人
。

捕
盗
附
郭
。

設
県
名
鳳
化
。

知
県

・
典
史
各

一
人
。

白
山
等
十
四
堡
。

改
編
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里
甲
。

革
捕
知
事
。

改
設
照
磨

一
人
。

司
獄

一
人
。

府
学
増
訓

導

一
人
。

及
設
陰
陽

・
医
学
。

と
あ
り
、

官
員
の
整
備
と
と
も
に
新
し
く
県
を
設
置
す
る
な
ど
の
招

撫

・
需
寮
を
具
体
化
す
る
為
の
措
置
が
と
ら
れ
た
。

か
か
る
明
朝
の

諸
施
策
に
対
し
て
、

思
恩
府
で
は
土
着
人
上
層
部
に
よ
る
反
抗
が
繰

中
中
中
中
い
中
小
卓
時
抑

争
々
帥
車
中
の

（
正

で 一 徳
拘
る 二

（ｒ
海
牛
柳
庁
咋
亜

な
お
劉
召
の
乱
平
定
の
状
況
に
つ
い
て
、

嘉
靖
版

『
広
西
通
志
』

巻
五
六

・
外
志

・
夷
情

・
嘉
靖
四
年
の
条
に
、

思
恩
府
叛
目
劉
召
構
乱
。

提
督
都
御
史
盛
応
期
遣
官
軍
。

討
平

之
。

と
あ
り
、

そ
の
注
に

先
是
思
恩
府
土
官
写
溶
既
詠
。

改
設
流
官
。

以
夷
民
編
戸
。

諸

倉
以
為
不
便
構
乱
。

再
経
勘
定
。

至
嘉
靖
元
年
。

劉
召
復
協
衆
。

密
招
溶
姪
苓
謙
。

謀
復
土
≡
。

守
備
都
指
揮
孫
震
覚
之
。

借
郡

議
下
謙
獄
。

謙
陰
遺
家
丁
黄
賢
済
等
糾
兵
靭
獄
。

弗
克
謙
死
。

召
復
欲
立
溶
庶
弟
琴
漢
之
子
権
。

乃
拠
南
海
堡
五
里
之
地
。

有

衆
五
六
千
人
。

又
占
武
顧
等
三
里
。

殺
李
煉
等
七
人
及
生
員
幸

光
。

提
督
都
御
史
張
損
激
。

兵
備
副
使
部
廊

・
参
将
李
時
等
。

碁
兵
進
勤
。

（略
）
四
年
。

都
御
史
張
損
召
還
。

盛
応
期
代
之
。

奮
攻
益
急
。

賊
危
燈
準
。

乃
謀
誘
守
者
為
内
応
。

以
三
月
晦
五

思
思
田
州
叛
乱
始
末
記

（谷
口
）

更
。

克
之
。

焚
其
巣
。

召
墜
火
死
。

函
首
詣
軍
門
。

余
悉
撫
定
。

と
あ
る
如
く
、

劉
召
の
乱
は
明
朝
が
行

っ
た
改
土
為
流
に
対
し
て
、

土
官
琴
溶
の

一
族
の
者
を
擁
立
し
て
そ
の
復
帰
を
企
図
し
た
も
の
で

ぁ
り
、

い
わ
ゆ
る
明
朝

へ
の
反
抗
で
あ

っ
た
こ
と
を
知
る
。

か
か
る

反
抗
も
明
朝
の
討
伐
に
よ

っ
て
失
敗
に
帰
し
た
の
で
あ
務
ギ

０
　
栄
予猛
の
乱

弘
治
十
八
年
の
琴
溶
の
乱
平
定
後
の
椿
置
と
し
て
、

福
建
沿
海
衛

千
戸
に
貶
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
琴
猛
は
、

そ
の
任
地

へ
の
赴
任
を

拒
ん
で
田
州
に
停
り
、

あ
く
ま
で
土
官
知
府
復
帰
を
図

っ
迎
。　

一
方
、

田
州
府
事
を
掌
る
こ
と
と
な

っ
た
参
政
謝
湖
は
、

琴
猛
ら
土
着
人
上

層
部

″
攻
対
に
あ

つ
て
田
州

へ
赴
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
と

な

っ
た
。てっ鞠卯帥重府へ巾沖の中の中”中れ中””的の中中申つど賂中いつく

こ
の
よ
う
に
し
て
徐

々
に
勢
力
を
回
復
し
て
き
た
琴
猛
は
、

先
述

難
岬帥艇瀬ポ
が
嘘鞠御虻
開
評甲
一票
一奪
）

八
）
年
八
月
に
は
竜
州
の
上
官
知
州
建
源
の
死
に
伴
う
相
続
争
い
に

介
入
し
、

竜
州
を
攻
撃
し
て
混
乱
の
拡
大
を
図

っ
た
。

さ
ら
に
同
十

六

（
一
五
二

一
）
年
十
月
に
は
酒
城
州
を
攻
略
し
て
土
官
写
接
を
殺



史
苑

（第
四
二
巻
第

一
・
二
号
）

⌒３２
）

す
な
ど
の
行
動
を
重
ね
た
。　

一
方
で
彼
は
嘉
靖
二

（
一
五
二
二
）
年

九
月
に
は
琴
栄
を
遣
わ
し
入
貢
し
て
恭
順
の
意
を
表
し
て
い
福
ギ

こ
う
し
た
写
猛
の
土
官
知
府
復
帰

へ
の

一
連
の
行
動
に
対
し
て
、

明
朝
は
４
猛
の
乱
と
し
て
嘉
靖
五

（
一
五
二
六
）
年
四
月
に
琴
猛
討

伐
の
挙
に
出
た
の
で
あ
る
。

『炎
徴
紀
聞
』
巻

一
・
琴
猛
の
条
に
、

嘉
靖
五
年
四
月
。

鎮
僣
総
兵
官
朱
朕
等
。

発
兵
八
万
。

以
都
指

揮
沈
希
儀

・
張
経

・
李
準

・
張
佑

・
程
墜
等
。

五
将
軍
統
之
。

分
道
並
進
。

猛
謂
其
部
下
日
。

琴
氏
世
荷
天
恩
．

有
罪
可
乞
隣

免
也
。

兵
至
援
交
鋒
。

乃
裂
鳥
書
状
陳
軍
門
。

言
啜
飛
小
臣
。

非
有
他
意
。

惟
天
官
察
之
。

鎮
不
聴
。

督
兵
益
急
。

猛
長
子
邦

彦
。

守
工
発
臨
。

沈
希
儀
撃
斬
之
。

諸
軍
継
入
。

猛
躍
謀
出
奔
。

而
帰
順
州
知
州
琴
準
。

猛
婦
翁
也
。

其
女
失
愛
屏
居
。

準
欲
藉

此
報
猛
。

乃
甘
言
誘
猛
走
帰
順
。

策
殺
之
。

斬
首
帰
官
軍
。

謎
功
り
、

琴
猛
は
こ
の
九
月

に
帰
順
州

に
奔

っ
て
琴
時

に
殺
さ
れ

時↓強わ幹輸的『狩つ定れ一逆却弥鴫鴫哨略幡磯鯉障が瀬難砂

に
精
通
し
た
沈
希
儀
お
よ
び
そ
の
部
下
赴
臣
さ
ら
に
帰
順
州
土
官
知

州
写
準
ら
を
用
い
て
の
琴
猛
討
伐
の
周
到
な
る
さ
ま
は
、

琴
猛
の
勢

力
が
い
か
に
強
大
で
あ

っ
た
か
を
改
め
て
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

に
加
難
帥
φ
り
ぉ
廓
や
却
貌
ギ

奉
議

・
那
地
ら
七
州
の
上
官
が
こ
れ

琴
猛
の
乱
平
定
後
の
嘉
靖
六
年
二
月
に
は
、

都
御
史
挑
鎮
ら
に
よ

っ
て
田
州
府
に
対
す
る
事
後
措
置
が
検
討
さ
れ
た
。

ま
ず
弘
治
十
八
年
に
改
土
為
流
を
断
行
し
な
が
ら
も
そ
の
実
効
の

上
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

そ
の
徹
底
化
を
図
る
こ
と
と
な

っ
た
。

そ
の
具
体
化
と
し
て
田
州
府
に
流
官
の
知
府

・
通
判

・
推
官

・
経
歴

・
知

　
⌒
事

切
各

一
員
を
任
命
し
、

そ
れ
ぞ
れ
に
政
務
を
分
掌
さ
せ
る
こ

と
で
あ
る
。

っ
い
で
挑
鎮
は

「
善
後
七
事
」
を
提
案
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

０
　
田
州
府
は
諸
夷
雑
居
し
て
対
立
が
繰
返
さ
れ
て
い
る
の
で
、

参

将

一
員
を
選
任
し
兵
を
訓
練
さ
せ
て
そ
の
防
禦
に
当
ら
せ
る
こ
と
。

０
　
大
小
の
頭
目

（土
目
）
は
名
称
が

一
定
し
な
い
の
で
、

漢
法
に

よ
っ
て
千
夫
長

・
百
夫
長
の
名
に
改
め
、

そ
の
俸
給
を
規
定
に
よ

っ

与
え
る
と
と
も
に
節
減
を
図
る
こ
と
。

０
　
学
校
が
久
し
く
廃
止
さ

れ
て
い
た
の
で
、

そ
れ
を
設
置
し
て
官
師
は
修
明

・
教
化
し
、
よ

っ

て
夷
風
を
変
え
る
こ
と
。

０
　
官
署
の
倉
庫
を
設
置
す
る
に
は
、

賊

党
の
家
屋
を
毀
し
て
そ
の
材
で
も

っ
て
造
る
こ
と
。

そ
の
経
費
は
公

金
で
も

っ
て
賄
い
、

科
擾
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

０
　
平
乱
の

後
、

公
私
と
も
に
匿
掲
す
る
も
、

嘉
靖
四
年
以
前
の
未
納
な
税
糧
は

免
除
し
、

五
年
以
後
の
も
の
は
暫
く
徴
収
を
停
止
す
る
こ
と
。

内

流
官
に
改

め
る
に
は
必
ず
倉
庫

・
司
獄

・
陰
陽

・
医
学

の
官
を
置

き
、

各
々
に
印
記
を
与
え
て
体
制
を
整
え
る
こ
と
。

０
　
奉
議
州
の

土
官
知
州
は
琴
猛
の
賊
に
殺
さ
れ
て
後
嗣
が
な
い
た
め
に
判
官

一
員

の
み
設
置
さ
れ
て
い
た
。

田
州
府
が
流
官
に
改
め
ら
れ
る
こ
と
で
も

一- 76 -――- 77 -―

あ
り
、

奉
議
州
の
知
州

，
吏
員
各

一
員
を
任
命
し
て
先
の
判
官
を
廃

止
す
る
こ
と
。

以
上
の

　
・
七

野
が
提
案
さ
れ
、

い
ず
れ
も
承
認
実
施
に
う
つ
さ
れ
る

こ
と
と
な

っ
た
。

『
明
世
宗
実
録
』
巻
七
四

・
嘉
靖
六
年
三
月
辛
巳

の
条
に
、

改
設
広
西
田
州
府
流
官
。

降
福
建
延
平
府
知
府
陳
能
為
広
西
布

政
使
司
右
参
政
。

管
府
事
。

全
州
同
知
張
華
為
同
判
。

宣
化
県

丞
沈
注
為
推
官
。

倶
従
両
広
提
督
挑
鎮
奏
也
。

と
あ
る
は
、

そ
の
具
体
化
の

一
環
な
の
で
あ
る
。

０
　
虚
蘇

・
王
受
の
乱

琴
猛
の
乱
平
定
後
に
明
朝
側
が
行

っ
た
諸
施
策
に
対
し
て
、

土
着

の
非
漢
族
上
層
部
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

乱
平
定
後
の
回
州
の
状
況
に
つ
い
て
、

『炎
徴
紀
聞
』
巻

一
・
琴

猛
の
条
に
、

未
幾
。

国
州
土
目
度
蘇
。

糾
思
恩
土
目
王
受
等
。

鉄
邦
相
反
。

両
江
皆
震
。

と
ぁ
り
、

国
州

・
思
恩
二
府
の
上
目
鷹
蘇

・
王
受
ら
は
、

写
猛
の
第

四
子

。
今
邦
相
を
擁
し
て
田
州
に
坂
し
た
ｏ

こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い

て
は
、

『
明
世
宗
実
録
』
巻
七
四

・
嘉
靖
六
年
三
月
乙
末
の
条
に
、

初
琴
猛
既
詠
。

都
御
史
銚
袋
己
奏
。

将
田
州
府
改
設
流
官
。

而

留
参
議
江
必
東

・
念
事
申
恵

・
参
将
張
経
。

以
兵
万
人
鎮
其
地
。

思
思
田
州
叛
乱
始
末
記

（谷
日
）

知
州
王
熊
兆
署
府
事
。

会
必
東

・
恵
皆
移
疾
他
駐
。

独
経

・
熊

兆
在
府
。

而
兵
漸
分
散
。

防
守
補
解
。

於
是
其
党
虚
蘇

・
王
受

等
。

乃
為
偽
印
証
言
猛
在
。

且
借
交
趾
兵
二
十
万
。

以
図
興
復
。

夷
民
信
之
。

と
あ
る
。

こ
の
乱
が
明
朝
の
改
土
為
流
に
反
抗
し
て
、

土
官
復
帰

を
企
図
す
る
も
の

（抵
抗
）
で
あ
る
こ
と
を
知

る
。

こ
こ
で
留
意

す
べ
き

こ
と
は
ヽ

彼
ら
の
挙
兵

に
当

っ
て
交
阻

（大
越

・
ベ
ト
ナ

ム
）
の
兵
二
十
万
を
借
り
受
け
て
援
軍
と
し
た
と
の
こ
と
で
あ
茄
一

先
に
等
猛
が
坂
し
た
際
に
、

明
朝
側
は
彼
が
交
趾

へ
逃
れ
る
こ
と
を

恐
れ
た
。

そ
れ
故
に
帰
順
州
土
官

抽
「
写
時
ら
を
用
い
て
策
略
を
弄

し
て
そ
れ
を
阻
止
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

明
朝
は
た
え
ず
広
西
西
部
の

肱
拓
両
江
の
土
官
勢
力
と
交
趾
と
の
結
び
つ
き
を
警
戒
し
た
の
で
あ

り
、

そ
れ
故
に
当
該
地
域

へ
の
経
営
に
意
を
払

っ
た
の
で
あ
る
。

す

な
わ
ち
、

広
西
西
部
の
上
官
設
置
地
域
は
地
理
的
に
交
陸

・
雲
南
と

隣
接
す
る
地
で
あ
り
、

明
朝
の
こ
の
地
域

へ
の
対
応
が
単
に
当
地
の

非
漢
民
族
対
策
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で

統
ス

、
対
外
的
な
面
と
密
接

に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。

と
こ
ろ
で
、

鷹
蘇

・
王
受
ら
の

　
⌒
青し

銃
、

日
州
府
に
と
ど
ま
ら
ず
思

恩
府
城
の
攻
撃

へ
と
拡
大
し
て
い
つ
た
。

そ
こ
で
明
朝
は
挑
鎮
ら
の

施
策
の
失
敗
と
み
な
し
、

王
守
仁
の
起
用
を
決
定
す
る
。

そ
の
前
後

の
状
況
に
つ
い
て
、

『
明
史
紀
事
本
末
』
巻
五
三

・
詠
琴
猛
の
条
に
、

（嘉
晴
）
六
年
五
月
。

虚
蘇

・
王
受
反
。

有
自
右
江
来
者
。

琴

井
打
―
■
「芸
■
≡
≡
≡
■
！
」
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猛
実
不
死
。

糾
安
南
莫
氏
入
寇
。

陥
思
恩
実
。

藩
省
旦
暮
当
不

保
。

於
是
靖
江
諸
宗
室
倉
皇
出
奔
。

人
情
慢
躍
。

藩
臭
諸
司
素

衛
挑
鎮
者
。

又
信
言
猛
実
末
死
。

錬
為
帰
順
所
綸
。

御
史
石
金

聞
之
。

遂
刻
鎮
撰
勤
無
策
一。
軽
信
岡
上
。

図
田
州
不
得
。

並
思

恩
而
失
之
。

帝
大
怒
。

藩
鎮
職
。

以
王
守
仁
代
之
。

と
あ
り
、
ま
た

『
明
世
宗
実
録
』
巻
七
七

・
嘉
晴
六
年
六
月
丙
午
の

条
に
、提

督
両
広
軍
務
都
御
史
眺
鎮
乞
致
任
許
之
。

賜
馳
駅
帰
。

廷
臣

会
推
王
守
仁
代
鎮
。

上
報
允
。

と
あ
る
如
く
、

批
鎮
に
代
え
て
王
守
仁

（陽
明
）
を
起
用
す
る
こ
と

と
な

っ
た
。

な
お
こ
の
時
王
守
仁
は
病
気
な
ど
を
理
由
と
し
て
登
用

の
辞
退
を
申
入

説
孔
が
聴
入
れ
ら
れ
る
こ
と
な
伍
ャ

嘉
晴
六
年
十

一

月
に
梧
州
に
至
り
、

そ
の
対
策
を
検
討
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

王

守
仁
は
こ
こ
で

一
転
し
て
虜
蘇
≡

王
受
ら
に
対
し
て
招
撫

・
懐
乗
策

を
も

っ
て
処
し
た
の
で
あ
る
。

『
明
史
』
巻

一
九
五

・
王
守
仁
伝
に
、

（嘉
靖
六
年
）
十
二
月
。

守
仁
抵
湯
州
。

会
巡
按
御
史
石
金
定

計
招
撫
。

悉
散
遣
諸
軍
。

留
永
順

・
保
靖
土
兵
数
千
。

解
甲
休

息
。

蘇

・
受
初
求
撫
不
得
。

聞
守
仁
至
益
耀
。

至
是
則
大
喜
。

守
仁
赴
南
寧
。

二
人
遣
使
乞
降
。

守
仁
令
諸
軍
門
。

二
人
継
議

日
。

王
公
素
多
詐
。

恐
給
我
。

陳
兵
入
見
。

守
仁
数
二
人
罪
。

杖
而
釈
之
。

親
入
営
撫
其
衆
七
万
。

奏
聞
於
朝
。

陳
用
兵
十
害

・
招
撫
十
善
。

因
請
復
設
流
官
。

量
割
田
州
地
。

別
立

一
州
。

以
琴
猛
次
子
邦
相
為
吏
目
。

署
州
事
。

侯
右
功
確
知
州
。

而
於

田
州
置
十
九
巡
検
司
。

以
蘇

・
受
等
任
之
。

並
受
約
束
於
流
官

知
府
。

帝
皆
従
之
。

と
あ
り
、

王
守
仁
は
七
年
二
月

に
唐
」蘇

・
王
受

ら

の
乱

に
対
し
て

「
用
兵
十
害
、

招
撫
十
善
」
を
の
べ
、

招
撫

・
懐
乗
策
を
と
る
こ
と

と
し
た
。

さ
ら
に
日
州

・
思
恩
府
に
対
す
る
措
置
と
し
て
、
ま
ず
田

州
府
に
は
、

０
田
州
を
田
寧
府
に
改
め
て
流
官
知
府
を
置
き
、

０
田

州
府
の
八
甲
を
割
い
て
田
州
と
し
、

写
猛
の
子

・
琴
邦
相
を
州
判
官

に
命
じ
て
州
事
を
統
べ
さ
せ
、

０
田
寧
府
の
四
十
甲
を
二
な
い
し
三

甲
に
分
け
て
十
八
の
土
巡
検
司
を
設
置
し
、

そ
れ
ぞ
れ
に
慮
蘇
ら
土

目
を
土
巡
検

に
任
命

し
て
統
轄
さ
せ
る
こ
獅
ギ

思
恩
府
に
対
し
て

は
、

思
恩
府
の
八
五

（九
六
）
城
頭
を
分
け
て
九
の
土
巡
検
司
を
設

置
し
、

王
受
ら
土
目
を
上
巡
検
に
当
て
て
統
べ
さ
せ
る
こ
（理
。

の
時
議
ば
兜
昨
確
却
熊
唖
Ｗ

荘
舶
唾
嚇
征 ．
誰
痩
晦
徳
戦
鞭
取

そ ．
〔
球

定
後
に
彼
ら
の
功
を
称
え
て
明
朝
廷
に
報
告
し
て
い
柄
ギ

こ
の
よ
う
な
王
守
仁
の
慮
蘇

・
王
受
ら
の
乱
に
対
す
る
措
置
は
、

明
朝
廷
内
に
お
け

誘
孔
部
侍
郎
桂
等

・
兵
部
待
郎
張
熟
ら
の
批
判
す

る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
。

王
守
仁
は
思
恩

・
田
州
二
府
の
乱
を
平
定
し
、

つ
い
で
大
藤
峡

・

八
案
の
賊
を
平
定
し
て
北
帰
の
途
に
つ
い
た
が
、
こ
の
年
十

一
月
に

―- 78 -一
―- 79 -―

江
西
の
南
安
に
没
し
た
。

彼
は
こ
の
時
五
十
七
歳
で
あ

っ
た
。

彼
の

死
後
、

彼
の
と

っ
た
こ
の
時
の
虜
蘇

・
王
受
ら
に
対
す
る
措
置
は
、

極
め
て
姑
息
な
方
法
で
あ

っ
た
と
の
批
難
が
行
わ
れ
て
い
布
ギ

王
守
仁
の
後
を
つ
い
だ
林
富
は
、

守
仁
の
策
を
継
承
し
た
。

殊
に

こ
の
地
域
に
お
い
て

一
挙
に
流
官
に
改
め
る
こ
と
の
不
利
を
説
き
、

屯
増
の ．
確
豹
譲
堪
韓
鱒
約
取
難
御
れ
庁
ヤ
殉
韓
卿
翻
一

て
統
治
す
る

そ
の
後
の
田
州
府
は
、

日
寧
府
に
改
め
ら
れ
流
官
に
よ
る
統
治
を

す
す
め
よ
う
Ｌ
し
て
い
た
が
、

嘉
晴
八
年
十
月
に
国
寧
府
を
廃
止
し
、

十
八
土
巡
検
司
に
委
ね
ら
れ
た
。　

一
方
、

日
州
は
州
判
官
と
な

っ
た

土
官
琴
邦
相
に
よ
っ
て
州
事
が
掌
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、

嘉
靖
十
三

れ
（．

菊
唯
刻
庁
幹

・ 九
鞠
数
堪
郷
鞠
雑
輛
巾
離
及

田 っ
懐
時
力、邦
帥
卯
蝉
律

土
官

・
土
目
ら
に
よ
る
対
立

・
抗
争
を
繰
返
し
、

明
朝
は
こ
う
し
た

動
き
に
乗
じ
て
土
官
の
権
限
を
徐
々
に
縮
少
さ
せ
な
が
ら
流
官
に
よ

る
支
配
を
拡
大
し
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。

思
恩
府
に
対
し
て
は
、

流
官
の
知
府
と
九
土
巡
検
司
の
上
官
に
よ

る
分
割
支
配
と
い
つ
た
二
本
立
て
の
体
制
を
続
け
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。

ぉ

ぁ

り

に

思
恩
田
州
頒
乱
始
末
記

（谷
口
）

以
上
に
み
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、

明
代
中
期
ま
で
広

西
西
部
の
右
江
流
域
に
お
い
て
強
大
な
勢
力
を
有
し
て
い
た
思
恩

・

田
州
二
府
の
土
官
苓
氏
は
、

土
官
の
後
嗣
を
め
ぐ
る
内
証
や
土
目
を

拾
込
ん
で
の
対
立

・
抗
争
を
繰
返
し
、

ま
た
思
恩

・
田
州
二
府
が
相

互
に
対
立

・
抗
争
あ
る
い
は
干
渉

・
介
入
を
行

っ
た
。

か
か
る
二
府

に
お
け
る
土
官

・
土
目
の
対
立

・
抗
争
を
契
機
に
明
朝
は
こ
れ
を
坂

乱
と
み
な
し
、

招
撫

・
漏
嫁
政
策
遂
行
の
好
機
と
し
て
時
に
大
軍
を

派
遣
し
て
征
討
を
加
え
、

改
土
為
流
を
実
施
す
る
。
し
か
し
上
着
人

上
層
部

（土
官

・
土
目
）
の
反
発
に
あ

っ
て
改
土
為
流
は
不
徹
底
な

も
の
に
終
り
、

彼
ら
に
よ
る
土
宮
支
配
の
復
帰
を
企
図
す
る
反
抗
が

繰
返
さ
れ
る
。

そ
う
し
た
動
き
に
対
し
て
明
朝
は
再
度
討
伐
を
行
い
、

部
分
的
に
改
土
為
流
の
徹
底
化
を
図
り
、　

一
方
で
土
巡
検
司
を
併
設

し
て
当
該
地
域
の
支
配
を
土
着
人
上
層
部
に
委
ね
る
と
い
つ
た
分
割

統
治
方
式
を
採
る
。

そ
れ
故
に
こ
の
地
域
に
お
け
る
完
全
な

「
改
土

帰
流
」
は
、

清
末
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
茄
ド

な
お
土
官

・
土
目
の
飯
乱
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、

彼
ら
と
の
行

動
を
共
に
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
土
兵

・
土
民
に
つ
い
て
は
、

全

く
ふ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

ま
た
土
官

・
土
目
を
含
め
た
非
漢
民

族
社
会
内
部
の
分
析
に
つ
い
て
も
殆
ん
ど
ふ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
一
九
十八

一
・
一
一
・
一
五
）



史
苑

（第
四
二
巻
第

一
口
二
号
）

註（
１
）

本
稿
で
用
い
る
土
官

・
土
日
に
つ
い
て
、

簡
単
に
私
見
を
の
べ
て

お
き
た
い
。

上
目
と
は
、

非
漢
民
族
社
会
に
お
け
る

一
定
集
団

（柔

落
）
内
で
の
頭
目
で
あ
り
、

当
時
の
史
乗
に

「
頭
目
」
「
族
目
」
や‐土

目
」
「府
目
」
「
州
目
」
一‐土
倉
」
と
み
え
る
も

の
の
総
称
と
し
て
用

い
た
。
と
こ
ろ
で
、

土
官
と
は
非
漢
民
族
社
会

（
一
部
に
漢
族
も
雑

居
す
る
）
を
統
治
す
る
た
め
の
官
職
に
土
着
の
非
漢
民
族

（極
め
て

稀
で
あ
る
が
漢
人
が
な
る
場
合
も
あ
る
。
…
…
栗
冠
昌
氏

「
広
西
土

官
民
族
成
分
初
探
」
合
民
族
団
結
』

一
九
六
三
年
第
二

・
三
期
合
併

号
〉
参
照
）
で
任
官
し
た
人
の
こ
と
で
あ
る
。

時
に
非
漢
民
族
統
治

の
た
め
の
官
職
名

・
官
署
名

・
職
掌
を
指
す
こ
と
が
あ
る
が
、

少
く

と
も
明
代
中
期
ま
で
は
、

上
記
の
如
く
規
定
し
て
大
過
な
い
で
あ
ろ

な
お
改
土
帰
流
に
つ
い
て
、

明
代
中
期
ま
で
の
史
料
に
は

「
改
土

為
流
」
「
改
土
易
流
」
と
あ

つ
て

「
改
土
帰
流
」
と
し
て
い
な
い
。

と
も
あ
れ
、

本
稿
は
土
司
制
度
そ
の
も
の
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と

を
主
題
と
し
て
い
な
い
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
私
見
に
つ
い
て
の
論
拠

は
別
に
提
示
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
２
）

莫
世
祥
氏

「
明
代
広
西
大
藤
峡
巧
族
人
民
的
反
孔
闘
争
」
翁
歴
史

研
究
』

一
九
七
五
年
第
二
期
）
、

壮
寧
氏

「
王
陽
明
的
反
革
命
両
手

及
共

″
心
〃
学
―

一
掲
露
王
陽
明
鎮
圧
広
西
落

・
壮
族
人
民
起
義
的

罪
悪
面
日
」

翁
歴
史
研
究
』

一
九
七
五
年
第
四
期
）
、

広
西
壮
族
自

治
区
文
物
工
作
隊

「
大
藤
峡
落

・
壮
族
農
民
起
義
的
革
命
遺
址
和
文

物
」

翁
文
物
』

一
九
七
六
年
第
四
期
）
、

張
顕
清
氏

「
王
陽
明
鎮
圧

農
民
起
義
的
反
革
命
策
略
批
判
」
翁
中
国
農
民
戦
争
史
論
叢
』
第

一

輯
、
山
西
人
民
出
版
社
、　

一
九
七
八
年
）
、

楊
宗
鮮
氏

「
大
藤
峡
落

族
農
民
起
義
」
翁
思
想
解
放
』

一
九
八
〇
年
第
三
期
、

の
ち

「
復
印

報
刊
資
料

『
中
国
少
数
民
族
』

一
九
八
〇
年
第
六
期
」
所
収
）
な
ど

参
照
。

（３
）

粟
冠
昌
氏

「
広
西
土
官
制
度
的
積
極
的
作
用
和
消
極
影
響
」
翁
民

族
研
究
』

一
九
八

一
年
第
二
期
）
の
中
で
、

本
稿
が
取
扱
う
頻
乱
に

つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

わ
が
国
で
は
、

僅
か
に
０
土
日
虜
蘇

・
王

受
の
乱
に
つ
い
て
、

王
守
仁

（陽
明
）
の
治
績
を
論
及
す
る
際
に
扱

わ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

例
え
ば
岡
田
武
彦
氏

『
王
陽
現
文
集
』
翁
中

国
古
典
新
書
』
第
五
三
巻
、

明
徳
出
版
社
、　

一
九
七
〇
年
）
、

谷
光

隆
氏

『
王
陽
明
』
翁
中
国
人
物
叢
書
』
第
二
期
第
七
巻
、

人
物
往
来

社
、　

一
九
六
七
年
）
な
ど
参
照
。

（４
）

こ
の
点
に
関
連
す
る
明
初
雲
南
に
お
け
る

一
事
例
と
し
て
、

喜
田

幹
生
氏

「麓
川
蛮
百
夷
の
叛
乱
に
つ
い
て
―
明
初
平
演
工
作
の
諸
相

と
土
着
対
応
―
」
翁
東
南
ア
ジ
ア
ー
歴
史
と
文
化
―
』
第

一
〇
号
、

一
九
八

一
年
）
が
あ
る
。

（５
）

註
０
。

（６
）

林
富

・
黄
佐
等
編

『
広
西
通
志
』
（嘉
埼

一
〇

・
一
一
年
刊
、
内

閣
文
庫
所
蔵
本
、

以
下
に
嘉
靖
版

『
広
西
通
志
』
と
略
す
）
巻
五
①

・
外
志

・
土
官
改
流
沿
革

・
思
恩
軍
民
府

の
条
、
『
大
明

一
統
志
』

巻
八
五

・
思
思
軍
民
府

の
条
、
『読
史
方
輿
紀
要
』
巻

一
一
一
・
広

西

口
思
思
軍
民
府
の
条
な
ど
は
、

い
ず
れ
も
正
統
五
年
と
す
る
。

（７
）

嘉
靖
版

『
広
西
通
志
』
巻
王
○

・
外
志

・
思
思
軍
民
府

の
条
、

『
土
官
底
簿
』
巻
下

・
広
西

・
思
恩
軍
民
府
の
条
は
、

正
統
十
二
年

と
す
る
。

（８
）
　

『
明
史
』
巻
七
六

・
職
官
志

・
土
官

の
条
に
、
「
軍
民
府

口
土
州

・
土
県
。

設
官
如
府
州
県
」
と
あ
り
、

土
州

・
土
県
に
対
し
て
土
府

ン

ン

鵠
蕗
ン

雛

に
引
く

「
士
夷
考
」
も
同
様
に
伝
え
る
。

な
お
嘉
靖
版

『広
西
通
志
』
巻
五
〇

・
外
志

・
土
官
改
流
沿
革

・

思
恩
軍
民
府
の
条
に
、
「戸
口
。

前
代
無
考
。

嘉
靖
元
年
。

戸

一
千

惣晦勢十球中卵〓炉一一打兜晦堆七中暇神婦一時執布
一五計ヂ鞠・

口
」
と
あ
り
、

万
暦
版

『
広
西
通
志
』
巻

十
七

・
戸
日
・
思
恩
府
の

中
一
【
”
千 千 四 暦
一
中
」
中
，
中
中
中
一
巾
鞠
均

れ
中
背
庁
百 千 共
士
中
］
中

（ざ

場
諏

中
薪

領

載

挙

店
。翠

亮

覇

ず

軸

疑

隅

錦
帥
一

襲

野

讐

・難

心巻 ．
一 右
打
一

・官
鞠

（
‐‐
）

図
久

『疑
腋
豹
陥
略
書
』
巻

一
四

・
別
録

・
奏
疏

・
処
置
平
復
地
方
以

思
思
田
州
叛
乱
始
末
記

（谷
日
）

城
土
巡
検
司

一
一

（
一
一
）
城
頭
…
…
土
目
黄
石
、

下
圧
土
巡
検
可

一
曇

一
）
城
頭
、
…
…
土
目
幸
文
明
、

安
定
土
巡
検
司
六

（六
）
城

頭
…
…
土
目
港
良
、

都
陽
土
巡
検
司

一

（五
）
域
頭
…
…
土
目
王
留
、

古
零
土
巡
検
司
四

（四
）
城
頭
…
…
土
目
葺
益
と
な
っ
て
お
り
、

合

計
八
五

（九
六
）
城
頭
で
あ
る
。

（　
）
内
は

『殿
尊
要
纂
』
巻
四

の
九
司
図
中
の
城
頭
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

両
者
の
問
に
差
異

の
あ
る
も
の
は
、

王
守
仁
の
そ
れ
が
嘉
靖
七
年

で
あ
り
、

『
殿
事
要

纂
』
の
数
字
は
万
暦
年
間
の
も
の
で
あ
り
、

そ
の
間
に
よ
る
差
果
で

あ
ろ
う
か
。

（‐３）覗争的“れ一中寺寺抑和時』鞠班ｒ投斡馳融準畑帥却蝉厳

上
巡
検
司
二
甲
…
…
土
周
陸
豹
、

陽

院
土
巡
検
司
二
甲
…
…
土
目
林
盛
、

思
郎
土
巡
倹
司
こ
甲
ｉ
…
土
目

胡
喜
、

累
彩
土
巡
検
司
三
甲
…
…
土
層
宣
鳳
、

伯
何
土
巡
検
司
二
甲

‥
…
土
目
羅
玉
、

武
竜
土
巡
検
司
二
甲
…
…
土
日
黄
夕
、

棋
甲
土
巡

校
司
二
甲
…
…
土
目
邪
相
、

床
甲
土
巡
検
司
二
甲
…

…
土
目
慮
保
、

禁
鳳
土
巡
検
司
二
甲
…
…
土
目
黄
陳
、

下
隆
土
巡
検
司
二
甲
…
…
土

目
黄
対
、

保
甲
土
巡
検
司
二
甲
…
…
土
目
羅
寛
、

家
甲
土
巡
検
司
二

甲
…
…
土
目
王
末
、

砦
桑
土
巡
検
司

一
甲
半

‥
…
土
目
戴
徳
、

思
幼

土
巡
検
司

一
甲
半
…
…
土
目
楊
避
、

侯
周
上
巡
検
可

一
甲
…
…
土
目

戴
慶
と
ぁ
り
、

十
八
土
巡
検
司
四
十
甲
で
、　

一
土
巡
検
司
が
ほ
ぼ
二

甲
を
単
位
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。

（
‐４
）
　

『殿
等
要
纂
』
巻
四
に
か
か
げ
ら
れ
た
思
恩
九
司
図
に
は
各
司
の

城
都
名
が
す
べ
て
図
示
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
田
州
図
に
甲
名
が

一
部

で
は
あ
る
が
図
示
さ
れ
て
い
る
。

（‐５
）

黄
開
華
氏

「
明
代
土
司
制
度
与
西
南
開
発
」
令
新
亜
学
報
』
第
六

一- 80 -―
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史
苑

（第
四
二
巻
第

一
・
二
号
）

巻
第
二
期
、
の
ち

『
明
代
土
司
制
度
』
所
収
、

学
生
書
局
、　

一
九
六

八
年
）
参
照
。

（
‐６
）

思
恩
軍
民
府
は

「
編
戸
二
十
里
」
で
あ
る
か
ら
、

註
０
で
み
た
嘉

靖
元
年
の
戸

一
千
八
百
八
十
六
、
日
一
万
二
千
七
百
五
に
よ
っ
て
、

一
里
の
戸
数
を
求
め
れ
ば
約
九
二

・
三
戸
と
な
り
、　

一
戸
当
り
約
六

・
七
人

（小
数
点
第
二
位
を
四
捨
五
入
）
と
な
る
。

（
‐７
）

河
原
正
博
氏

「
「省
地
」

。
「省
民
」
の
意
味
に
つ
い
て
」
翁
和
田

博
士
古
稀
記
念
東
洋
史
論
叢
』

一
九
六
〇
年
）
参
照
。

（
・８
）
　

『
明
大
祖
実
録
』
巻
三
二

・
洪
武
元
年
七
月
戊
子
の
条
。

（
・９
）
　

『皇
明
世
法
録
』
巻
八
三

・
詠
減
琴
猛
の
条
、
『鴻
歓
録
』
巻

一

五

・
詠
滅
与
猛
の
条
、
『明
史
記
事
本
末
』
巻
五
三

・
詠
今
猛
の
条

参
照
。

（２０
）
　

『
明
史
』
巻
三

一
八

・
広
西
土
司
伝

・
思
恩

の
条
、

（嘉
靖

，
万

暦
版
）
『
広
西
通
志
』
な
ど
。

（２‐
）
　

『
明
史
』
巻
三

一
八

・
広
西
土
司
伝

・
思
恩
の
条
お
よ
び
閣
州
の

条
は
と
も
に
、
こ
の
事
件
を
弘
治
十
二
年
と
す
る
も
、

弘
治
六
年
と

改
め
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
『
明
史
』

の
依
拠
し
た

『
明
孝
宗
実

録
』
巻

一
四
九

・
弘
治
十
二
年
四
月
甲
午
の
条
は
、
ま
す

「
初
」
と

あ
り
、
こ
の
事
件
を
以
前
の
出
来
事
と
し
て
伝
え
て
い
る
。
『
炎
微

紀
聞
』
巻

一
。
今
猛
の
条
を
は
じ
め
注
０
に
掲
げ
た
諸
書
は
い
ず
れ

も
弘
治
六
年

（九
月
）
と
し
て
い
る
。

『
明
武
宗
実
録
』
巻
二
・
弘
治
十
八
年
六
月
丙
辰
の
条
。

『
明
武
宗
実
録
』
巻

一
①
八
・
正
徳
九
年
正
月
成
寅
の
条
。

『
明
世
宗
実
録
』
巻
四
三
・
嘉
靖
三
年
九
月
甲
申
の
条
。

『
明
世
宗
実
録
』
巻
五
三

・
嘉
靖
四
年
七
月
葵
酉
の
条
。

『明
武
宗
実
録
』
巻
四
三

・
正
徳
三
年
九
月
辛
酉
の
条
。

『
明
武
宗
実
録
』
巻
三
二
・
正
徳
二
年
十

一
月
辛
酉
の
条
。

『炎
微
紀
聞
』
巻

一
・
挙
猛

の
条
、
『鴻
歓
録
』
巻

一
五

・
詠
滅

琴
猛
の
条
、
コ
三
明
世
法
録
』
券
八
三

・
詠
滅
苓
猛
の
条
、
『
明
史
紀

事
本
末
』
巻
五
三

・
詠
今
猛

の
条
は
、
と
も

に

「
正
徳
初
」
と
す

る
。註

（２８
）
０

『
明
世
宗
実
録
』
巻
四
三

・
嘉
靖
三
年
九
月
甲
中
の
条
。

嘉
靖
版

『
広
西
通
志
』
巻
五
六
・
外
志

・
夷
情

・
正
徳
十
三
年
秋

八
月
の
条
、

『
明
武
宗
実
録
』
巻

一
七
二
・
正
徳
十
四
年
二
月
辛
卯

の
条
。

な
お
竜
州
土
官
迎
源
の
妻
挙
氏
は
猛
の
族
女
で
あ
る
。

（３２
）

嘉
靖
版

『
広
西
通
志
』
巻
五
六

・
外
志

・
夷
情

・
正
徳
十
六
年
冬

十
月
の
条
、
『
明
世
宗
実
録
』
巻
二
五

・
嘉
靖
二
年
四
月
甲
午
の
条
、

同
書
巻
五
七

・
嘉
靖
四
年
十

一
月
辛
酉
の
条
。
と
こ
ろ
で
、

万
暦
版

『広
西
通
志
』
巻
三

一
・
外
夷
志

・
右
江
土
官

・
田
州

・
正
徳
十
六

年
の
条
に
、
「襲
週
城
州
。

殺
土
官
今
接
。
自
是
視
中
国
。

糧
飾
不

供
」
と
あ
る
。

（３３
）
　

『
明
世
宗
実
録
』
巻
三

一
・
嘉
靖
二
年
九
月
癸
酉
の
条
。

（３４
）
　

『
朔
史
紀
事
本
末
』
巻
五
三

・
詠
今
猛
の
条
。

（３５
）
　

『
明
世
宗
実
録
』
巻
七
二
・
嘉
靖
六
年
正
月
乙
卯
の
条
。

（３６
）
　

『
炎
微
紀
聞
』
巻

一
。
今
時

の
条
、
『続
文
献
通
考
』
巻
二
二
九

・
田
州
始
末
の
条
、
『赤
雅
』
巻
下

・
麹
臣
廟

の
条
、
『
広
右
戦
功

録
』
な
ど
参
照
。

（３７
）
　

『
明
世
宗
実
録
』
巻
五
七

・
嘉
靖
四
年
十

一
月
辛
酉
の
条
。

（３８
）
　

『
明
世
宗
実
録
』
巻
七
三

・
嘉
靖
六
年
二
月
己
巳
の
条
。

（３９
）

註

（３８
）
０

（
４。
）
　

『
炎
微
紀
聞
』
巻

一
・
与
猛
の
条
に
、
『
又
言
有
自
右
江
来
者
。
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関
思
恩
己
陥
。

与
猛
糾
交
吐
坂
臣
莫
登
庸
反
尖
。

省
城
旦
暮
不
保
。

情
江
諸
宗
室
洵
洵
流
言
。

有
宰
家
奔
避
者
」
と
あ
り
、
ま
た
後
に
引

く

『
朔
史
紀
事
本
末
』
巻
五
三

・
詠
挙
猛
の
条
も
同
様
に
伝
え
る
。

と
こ
ろ
で
、

慮
蘇

・
王
受
が
借
り
た
二
十
万
の
兵
と
は
莫
登
庸
の
兵

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期

（虜
蘇

・
王
受
の
叛
し
た
嘉
靖
六
年

三
月
）
の
交
姓
は
黎
氏
大
越
国
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
の
年
の
六
月
に

莫
登
庸
は
黎
氏
大
越
国
の
恭
皇
に
禅
位
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
黎
氏
大
越
国
は
莫
氏
に
王
位
を
集
奪
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

（
一
五
三
二
年
ま
で
）
。

か
か
る
状
況
の
中
で
、

果
し
て
こ
の
年
三

月
に
莫
登
庸
が
慮
蘇

・
王
受
ら
の
求
め
に
応
じ
て
二
十
万
の
兵
を
派

遣
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
は
疑
問
な
し
と
し
な
い
。

（
４‐
）
　

『炎
彼
紀
聞
』
巻

一
・
写
時

の
条
、
『続
文
献
通
考
』
巻
二
二
九

・
田
州
始
末
の
条
。

（４２
）
　

『
王
文
成
公
全
書
』
巻

一
四

・
別
録

・
奏
疏

・
赴
任
謝
恩
遂
陳
膚

見
疏
参
照
。

（４３
）

註

（３
）
の
栗
冠
昌
氏
論
文
は
、

広
西
土
官
制
度
の
積
極
的
評
価

の
一
つ
と
し
て
、

対
ベ
ト
ナ
ム
防
禦
の
役
割
に
つ
い
て
強
調
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
評
価
は
従
来
殆
ん
ど
指
摘
さ
れ
な
か
つ
た
点
で
あ

り
、
と
り
わ
け
今
日
の

「
中
越
対
立
」
と
関
あ
る
も

の
と
い
え
よ

（
４４
）
　

『
明
世
宗
実
録
』
巻
七
四

・
嘉
靖
六
年
二
月
乙
巳
の
条
。

（
４５
）
　

『
明
世
宗
実
録
』
巻
七
八

・
嘉
靖
六
年
七
月
奏
己
の
条
、
『
王
文

成
公
全
書
』
巻

一
四

・
別
録

・
奏
疏

・
辞
免
重
任
乞
恩
養
病
疏
参

照
宅

『
炎
微
紀
聞
』
巻

一
，
琴
猛
の
条
。

『
王
文
威
公
全
書
』
巻

一
四

”
別
録

・
奏
疏

・
奏
報
田
州
思
恩
平

思
恩
田
州
叛
乱
始
末
記

（谷
口
）

復
疏
に

「
用
兵
十
害
、

招
撫
十
善
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

『
明

世
宗
実
録
』
巻
八
八

・
嘉
靖
七
年
二
月
壬
午
の
条
参
照
。

（４８
）

註
（・３
）
０

な
お
土
巡
検
司
に
つ
い
て
は
、

拙
稿

「
明
代
広
西
の
上

巡
検
司
に
つ
い
て
」
翁
中
国
大
陸
古
文
化
研
究
』
第
九

・
一
〇
合
併

号
、　

一
九
八
〇
年
）
参
照
。

（４９
）
　
↓註
　
（‐２
）
０

（５。
）
　

『
明
史
紀
事
本
末
』
巻
五
六

・
詠
写
猛
の
条
。

（５．
）
　

『
明
世
宗
実
録
』
巻
九

一
・
嘉
晴
七
年
八
月
辛
亥
の
条
。

（５２
）

註

（５０
）
。

（５３
）

田
汝
成

（『
炎
微
紀
聞
』
巻

一
・
挙
猛

の
条
末
尾

の
論

日
に
み

る
）
、

魏
溶

（『
西
事
耳
』
巻
四

・
平
田
非
文
成
本
心
の
条
に
み
る
）

ら
に
よ
る
。

（５４
）

註

（４７
）
ヽ

『
明
世
宗
実
録
』
巻

一
〇
六

・
嘉
靖
八
年
十
月
丙
子
の

条
、

嘉
靖
版

『
広
西
通
志
』
巻
五
六

・
外
志

・
夷
情

・
嘉
靖
八
年
秋

七
月
の
条
の
注
に
引
く
林
富
の
上
奏
文
参
照
。

（５５
）
　

『炎
微
紀
聞
』
巻

一
。
今
猛
の
条
、

万
暦
版

『
広
西
通
志
』
巻
三

一
・
右
江
土
官

・
田
州

・
嘉
靖
十
三
年
の
条
。

（５６
）

張
捷
天
氏

「
論
改
土
帰
流
的
進
歩
作
用
」

Ｑ
清
史
論
叢
』
第
二

報
、

中
華
書
居
、　

一
九
八
〇
年
）
参
照
。

な
お
参
考
ま
で
に
明
代
広
西
に
お
け
る
改
流
状
況
を
左
に
示
し
て

お
き
た
い
ｏ
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史
苑

（第
四
二
巻
第

一
・
二
号
）

養

利

州

永

康

州

左
　
　
州

岩
本
圭
呂
県

上
石
西
州

思

思

府

田

州

府

上

思

州

程
　
　
県

太
平
府

思
明
府

思
思
府

田
州
府

南
寧
府

布
政
司

宣
徳
３
年

成
化
８
年

成
化
１３
年

宣
徳
年
間

成
化
１５
年

弘
治
１８
年

弘
治
１８
年

弘
治
１７
年

宣
徳
初
年

伏
罪

叛
乱

争
襲

叛
乱

故
絶

頒
乱

叛
乱

故
絶

（上
表
に
み
る
如

く
、

改
土
為
流
の

主
な
理
由
は
、

思

恩

・
田
州
二
府
と

同
じ
く
頒
乱
に
よ

る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
知
る
。

な
お

改
土
為
流
の
時
期

は
、

殆
ん
ど
明
代

中
期
に
集
中
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か

る

。
）

（本
学
非
常
勤
講
師
）


